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1986年から全国の主な医療機関の小児科を対象とした児童虐待継続調査 762例の資料研究要旨

から、児童虐待の認識と関連機関の対応について解析した。虐待の存在と医療機関の役割につい

ての医療機関の認識の広がりと地域の保健福祉活動における虐待危険家庭の早期発見・援助活動

の役割分担と進展が示され、わが国における虐待防止活動の進展が示唆された。しかし、６割は

診断前の行政の関わりが無く、把握されにくい虐待危険群への対応方法が今後の重要課題である。
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Ａ．研究目的

子 ど も を 虐 待 し て い る 家 庭 で も 殆 ど は 小 児 科 を

受 診 し て お り 、 小 児 科 は 就 園 前 の 乳 幼 児 と そ の 親

に 接 す る 機 会 が 最 も 多 い 機 関 の １ つ で あ る 。 地 域

社 会 で の 人 々 の 接 触 が 少 な い 今 日 、 小 児 科 医 は 児

童 虐 待 の 予 防 シ ス テ ム に お い て 、 ハ イ リ ス ク 家 庭

の 発 見 、 再 発 防 止 に 対 し 、 重 要 な 立 場 に あ る 。 我

々 は 、 わ が 国 に お け る 児 童 虐 待 防 止 対 策 に 資 す る

こ と と 小 児 科 医 の 役 割 の 重 要 性 の 周 知 を 目 的 と し

て 、 1986年 よ り 、 国 内 の 主 な 医 療 施 設 の 小 児 科 を

対 象 に 児 童 虐 待 例 の 継 続 調 査 を 行 い 、 早 期 発 見 ・

早 期 対 策 シ ス テ ム を 検 討 し て き た 。

本 調 査 対 象 は 、 治 療 を 必 要 と し て 小 児 科 を 受 診

し 、 心 身 の 損 傷 が 虐 待 に よ る と 診 断 さ れ た 症 例 で

あ る の で 、 家 庭 で 虐 待 さ れ て い る 児 童 の う ち 治 療

を 要 す る 程 の 重 症 例 が 主 と な っ て い る と 推 察 さ れ

る 。 今 回 は 、 小 児 科 を 中 心 と し た 他 機 関 と の 連 携

援 助 の 実 態 を 調 べ 、 比 較 的 重 症 な 虐 待 に 対 す る 対

応 の 認 識 の 現 状 と 問 題 点 に つ い て 考 察 す る 。

Ｂ．研究方法

小 児 科 を 標 傍 す る 病 床 数 300以 上 の 全 国 の 医 療

機 関 950 の 小 児 科 に 調 査 票 を 郵 送 し 、 前 年 １ 年 間

に 診 断 し た 被 虐 待 児 症 候 群 お よ び 愛 情 剥 奪 症 候 群

（ 表 １ ） の 症 例 の 有 無 お よ び 症 例 の 詳 細 報 告 を 依

頼 し て い る 。 今 回 は 1995年 ま で に 診 断 さ れ た 76

2 例 を 対 象 と し 、 虐 待 者 自 身 の 態 度 、 医 療 機 関 お

よ び 関 係 機 関 の 虐 待 例 と の 関 わ り に つ い て の 関 連

項 目 を 検 討 し た 。

Ｃ．研究結果

１．児童虐待に対する認識の定着

表 ２ に 、 児 童 虐 待 の 認 識 に 関 す る 項 目 に つ い て 、

診 断 年 に よ る 変 容 を 示 し た 。 1986年 以 前 の 診 断 例

に 較 べ 、 受 診 動 機 は 他 の 医 療 機 関 で 虐 待 を 疑 わ れ

て 当 院 を 紹 介 さ れ た も の が 明 か に 増 え て い る 。 親

の 態 度 や 傷 害 の 説 明 か ら も 虐 待 と 判 断 さ れ た 率 が

増 加 し て お り 、 医 療 機 関 の 虐 待 を 見 抜 く 視 点 が 定

着 し た こ と と 、 虐 待 に 対 応 で き る 医 療 機 関 で の 治

療 の 必 要 性 が 認 識 さ れ て き た こ と を 示 唆 し て い る 。

一 方 、 児 童 虐 待 が マ ス コ ミ や 書 籍 な ど で 頻 繁 に

取 り 上 げ ら れ る よ う に な っ た た め か 、 虐 待 者 自 身

が 虐 待 行 為 を 自 覚 し て い る 例 も 増 え て い る 。 加 害

者 自 ら 虐 待 を 告 白 し 、 加 害 者 で な い 他 方 の 親 が 虐

待 事 実 を 告 知 す る 例 も 増 加 傾 向 に あ り 、 虐 待 が 一

般 に 広 く 知 ら れ る よ う に な っ た も の と 思 わ れ る 。

し か し 、 受 診 前 の 状 況 は 、 ２ 割 が 虐 待 に よ る 障

害 の た め の 受 療 歴 が あ り 、 ４ 割 は 既 に 行 政 の 介 入

・ 援 助 を 受 け て お り 、 虐 待 あ る い は 虐 待 危 険 状 態

が 以 前 か ら 続 い て い た 例 と 考 え ら れ る 。 残 り ６ 割

は 地 域 の 保 健 福 祉 サ ー ビ ス で 援 助 対 象 と し て 把 握

さ れ て い な か っ た か 援 助 拒 否 例 と 考 え ら れ る 。 こ

の 割 合 は 1986年 か ら 10年 間 、 変 化 し て い な い 。

入 院 後 の 他 職 種 と の 連 携 状 況 は 除 々 に 広 が っ て

き た 。 院 内 の ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー や 臨 床 心 理 士 な

ど の 院 内 他 職 種 と の 連 携 も 、 ま た 、 児 童 虐 待 の 通

告 先 で あ る 児 童 相 談 所 や 他 の 行 政 機 関 と の 連 携 も

行 わ れ て お り 、 基 盤 構 築 が 進 ん で い る も の と 推 察

さ れ る 。 退 院 後 の 死 亡 例 が わ ず か で は あ る が 減 少

し て き た 。

２．関係機関の介入・援助状況

表 ３ に 、 診 断 前 に 介 入 ・ 援 助 が あ っ た 機 関 別 に



虐 待 内 容 を 示 し た 。 診 断 前 の 行 政 援 助 未 介 入 が

約 60％ 、 保 健 所 が 関 わ っ て い た 例 は 10％ 、 福 祉

機 関 （ 福 祉 事 務 所 、 福 祉 施 設 、 母 子 担 当 課 な

ど ） が 関 わ っ て い た 例 は 25％ 、 福 祉 機 関 と 保 健

所 の 両 機 関 が 介 入 し て い た 例 は ５ ％ で あ っ た 。

保 健 所 が 関 わ っ て い た 例 は ０ 歳 、 低 出 生 体 重 、

先 天 異 常 合 併 、 多 胎 な ど の 医 学 的 問 題 を 有 す る 児

が 虐 待 対 象 と な り 、 実 母 に よ る も の が 多 い 。 児 は

成 長 障 害 や 無 表 情 な ど の 問 題 を 起 こ し て い た 。 主

治 医 は 虐 待 要 因 と し て 、 望 ま ぬ 妊 娠 、 児 の 疾 病 、

親 の 性 格 や 生 育 歴 を 推 定 し て い た 。 入 院 中 に 保 健

所 と 児 童 相 談 所 を 中 心 と し た 連 携 が と ら れ 、 退 院

後 は ７ 割 が 家 庭 に 戻 っ て い た 。

診 断 前 に 福 祉 機 関 の み が 関 わ っ て い た 例 は 単 親

や 継 父 母 家 庭 、 幼 児 が 比 較 的 多 く 、 入 院 中 に 児 童

相 談 所 を 中 心 に 対 応 が 検 討 さ れ 、 ６ 割 が 施 設 に 入

所 し て い た 。 診 断 前 に 保 健 所 と 福 祉 機 関 の 両 者 が

関 わ っ て い た 例 は 、 幼 児 ・ 学 童 が 半 数 を 占 め 、 ５

割 が 中 枢 神 経 傷 害 を 受 け た 重 症 例 で あ り 、 ４ 割 は

虐 待 受 療 歴 が あ っ た 。 親 の 精 神 疾 患 や 知 能 低 下 、

経 済 不 安 定 、 夫 婦 不 和 な ど 親 や 家 庭 が 養 育 上 の 問

題 を 有 す る 例 が 多 か っ た 。 ２ 割 が 親 類 に 引 き 取 ら

れ 、 ５ 割 が 施 設 入 所 と な っ た 。

診 断 前 に 行 政 機 関 の 関 わ り が な か っ た 例 に は 、

７ 割 が 身 体 的 虐 待 で あ る こ と 、 実 父 に よ る も の 、

０ 歳 が 比 較 的 多 い こ と 以 外 は 、 特 徴 が み ら れ な か

っ た 。 入 院 後 も 他 職 種 と の 連 携 が と ら れ な か っ た

例 が １ 割 も あ っ た 。

Ｄ．考察

わ が 国 で も 児 童 虐 待 対 応 の 重 要 性 が 指 摘 さ れ 1

995年 に 日 本 子 ど も の 虐 待 防 止 研 究 会 が 設 立 さ れ 、

各 地 で 地 域 の 虐 待 防 止 ネ ッ ト ワ ー ク 活 動 が 開 始 さ

れ て い る 。 本 調 査 の 表 ２ か ら も 、 医 療 機 関 に お け

る 児 童 虐 待 の 存 在 の 認 識 が 広 ま り 、 虐 待 を 診 断 し 、

入 院 治 療 中 に 関 連 職 種 や 関 係 機 関 と 連 絡 を と り 退

院 後 の 適 切 な 養 育 に つ な ぐ 役 割 認 識 が 定 着 し て き

た こ と が 示 唆 さ れ た 。

虐 待 を 発 生 す る 危 険 性 の 高 い 因 子 の 研 究 も 進 み 、

虐 待 ハ イ リ ス ク 家 庭 の 早 期 発 見 と 早 期 援 助 活 動 も

地 域 の 保 健 福 祉 分 野 で 進 め ら れ て い る 。 虐 待 で 医

療 機 関 を 受 診 す る 以 前 に 関 わ っ て い た 機 関 別 に 症

例 を み る と （ 表 ３ ） 、 確 か に 、 保 健 所 は 児 の 問 題 、

福 祉 機 関 は 家 庭 の 問 題 、 保 健 所 と 福 祉 機 関 の 両 方

が 介 入 し て い た 例 は 親 と 家 庭 の 問 題 を 契 機 に 援 助

介 入 が 行 わ れ た こ と が 示 唆 さ れ 、 早 期 発 見 ・ 援 助

シ ス テ ム に お い て そ れ ぞ れ の 機 関 が 妥 当 な 役 割 分

担 で 連 携 し 、 活 動 し て い る も の と 考 え ら れ る 。

し か し 、 虐 待 に よ り 治 療 を 要 す る 損 傷 が 生 じ る

ま で 地 域 の 保 健 福 祉 機 関 と の 関 わ り が な か っ た 症

例 は 10年 間 で 減 少 が み ら れ て い な い 。 こ の 群 に は

実 父 に よ る 、 身 体 的 虐 待 、 ０ 歳 が 比 較 的 多 か っ た

が 、 特 徴 が つ か め て い な い 。 養 育 上 の 問 題 の あ る

父 親 、 未 入 籍 児 、 乳 児 健 診 未 受 診 児 、 援 助 拒 否 家

庭 な ど 、 現 在 の 保 健 福 祉 行 政 シ ス テ ム で 援 助 困 難

な 家 庭 が 含 ま れ て い る 可 能 性 が 高 い 。 こ の 群 の 対

応 方 法 の 検 討 が 急 が れ る 。

Ｅ．結論

全 国 の 小 児 科 を 受 診 し た 児 童 虐 待 例 の 10年 間 の

資 料 か ら 、 虐 待 の 存 在 と 医 療 機 関 の 役 割 に つ い て

の 医 療 機 関 の 認 識 の 普 及 と 地 域 の 保 健 福 祉 活 動 に

お け る 虐 待 危 険 家 庭 の 早 期 発 見 ・ 援 助 活 動 の 役 割

分 担 と 進 展 が 示 さ れ た 。 把 握 さ れ に く い 虐 待 危 険

群 へ の 対 応 方 法 が 今 後 の 重 要 課 題 で あ る 。
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な しＧ．知的所有権の取得状況



表１． 定義 表２．児童虐待に関する認識の広がり（続き）

被虐待児症候群： -1986 87-89 90-92 93-95

親または親に代わる養育者により加えられ

た虐待行為の結果、小児に損傷が生じた状態 虐待告知者

で、以下の要件を満たすもの。 加害者 22.3 24.5 24.7 26.2

虐待行為： 他方の親 15.6 17.5 20.1 20.4

a.非偶発的であること（事故でないこと） 虐待に対する親の認識の変化

b.長期にわたり反復的、継続的である 虐待を自覚 13.4 20.4 20.1 20.4

c.身体的暴行ないし性的虐待を含む 虐待を否認 25.3 33.3 22.7 28.3

d.通常のしつけ、体罰の程度を越えている 責任転嫁 28.3 35.2 25.3 29.3

損傷：治療を要する状態 行為を忘れた 2.6 5.6 7.1 5.2

親子関係：治療的対応を要する状態である 変化 12.3 14.8 10.4 11.0

愛情剥奪症候群： 虐待による受診歴

親または親に代わる養育者が、小児の健康 以前にあり 22.3 14.0 21.4 26.2

と発育発達に必要な保護、最低限の衣食住の 疑いあり 1.1 0.0 0.6 1.0

世話、情緒的、医療的ケア等を長期、慢性的 受診前の行政の介入・援助

に放棄した結果、小児に治療を要する症状が 無 58.8 60.0 74.1 61.4

生じた状態。 保健所 17.6 23.6 11.9 17.0

親子関係が治療的対応を要する状態である 母子担当課 4.1 1.8 3.7 7.0

ことを要件とする。 福祉事務所 14.0 10.9 6.7 13.5

なお、心中、遺棄は、これらに含まれないもの 児童相談所 10.9 9.1 10.4 8.2

とする。

（参照文献: 池田1987､1984､1979､ 君塚 1987､ 治療中における他職種との連携

児童虐待調査会 1985､AMA 1985､ Heins 1984､ 無 9.7 4.2 4.5 7.9

諏訪 1984､1980､ 長畑 1983､ Schmitt 1983､ 院内ＳＷ 5.9 24.5 31.2 27.7

内藤 1987 など） 院内心理 11.2 18.9 18.8 21.5

院内他職種 17.5 3.5 10.4 11.5

児童相談所 48.7 54.5 62.3 62.8

表２．児童虐待に関する認識の広がり 保健所 26.8 32.9 22.1 29.3

保育所 14.1 10.5 9.1 15.7

診断年 警察 12.3 20.3 20.8 12.6

-1986 87-89 90-92 93-95 福祉事務所 14.9 17.5 13.0 13.1

269 143 154 191 母子担当課 8.6 13.3 11.0 6.8

福祉施設 13.4 15.4 9.1 7.9

受診動機 退院後の養育

医師の紹介 19.0% 34.3% 27.9% 24.6% 家庭 44.2 42.7 37.7 54.7

親の意志 78.8 65.7 67.5 74.9 親類 6.7 6.3 7.1 10.8

虐待を疑った理由 退院後の把握

特になし 32.7 14.7 14.9 15.7 死亡 5.2 2.1 3.9 0.5

責任転嫁 18.9 5.9 8.4 8.4 不明 3.0 6.3 2.6 6.8

説明が矛盾 17.5 21.0 16.9 18.8

説明が曖昧 13.4 31.5 39.0 26.2

態度が冷淡 10.0 24.5 16.2 25.1



表３．被虐待児症候群または愛情剥奪症候群

診断前の、行政の介入・援助機関別、

虐待の実態

未介入 保健所 福祉 保健･福祉 未介入 保健所 福祉 保健･福祉

369 68 148 31 369 68 148 31

診断年齢 主治医が推定した要因

０歳 39.9% 44.8% 14.2% 22.6% 望まぬ妊娠 21.7 30.9 26.4 19.4

１－２歳 23.3 31.3 34.4 19.4 子が邪魔 18.7 22.1 18.2 3.2

３－５歳 23.7 21.0 27.0 32.3 長期分離 11.4 17.6 12.2 12.9

６歳－ 13.1 3.0 24.4 25.7 親の精神疾患11.7 13.2 18.9 45.2

症状 知能低下 10.8 23.5 10.1 29.0

中枢神経傷害48.3 33.3 36.8 55.6 性格 48.8 63.2 48.6 61.3

成長障害 48.2 82.5 54.5 69.2 生育歴 21.7 36.8 21.6 35.5

無表情 30.9 39.7 35.8 30.0 児の疾病行動31.7 41.2 34.5 38.7

おびえ 16.8 20.6 20.9 20.0 経済不安定 27.6 52.9 46.6 61.3

入院中死亡 6.5 1.5 8.1 6.5 夫婦不和 30.9 41.2 39.2 45.2

虐待受療歴あり24.4 20.6 38.4 41.9 育児過大 36.3 48.5 31.1 51.6

第１子 38.1 24.6 38.3 58.6

低出生体重 35.2 57.8 39.3 29.2 虐待行為に対する親の認識の変化

先天異常 31.7 49.3 39.9 35.7 虐待を自覚 22.1 12.5 18.8 16.1

多胎 20.2 27.3 14.9 0.0 虐待を否認 29.0 32.8 27.3 41.9

家庭外養育歴 16.3 5.9 35.2 19.4 責任転嫁 31.3 39.1 35.2 41.9

家族 行為を忘れた 6.3 7.8 1.6 3.2

単親 16.8 4.4 29.0 23.3 変化 13.8 14.1 10.9 9.7

継父母 14.7 1.5 14.9 6.7 治療中における他職種との連携

無 10.3 1.5 3.4 0.0

虐待者 院内ＳＷ 20.3 19.1 18.9 26.7

実両親 12.9 26.7 20.3 29.0 院内心理 16.0 16.2 18.2 23.3

実父 22.4 15.0 18.1 12.9 院内他職種 10.8 14.7 16.2 20.0

実母 54.9 55.0 48.6 51.6 児童相談所 52.8 52.9 68.2 83.3

継父・母 8.0 1.7 8.0 0.0 保健所 22.8 82.4 6.8 70.0

虐待の種類 保育所 10.8 13.2 20.9 23.3

身体的虐待 78.9 70.6 77.7 58.1 警察 15.2 13.2 14.9 16.7

養育放棄 34.4 52.9 41.2 61.3 福祉事務所 9.2 14.7 22.3 33.3

心理的虐待 16.5 23.5 18.9 19.4 母子担当課 6.8 2.9 11.5 23.3

性的虐待 1.4 0.0 2.7 6.5 福祉施設 8.4 10.3 17.6 26.7

同胞にも虐待 16.3 29.4 23.0 25.8

虐待を疑った理由 退院後の養育

特になし 26.6 27.9 17.6 6.7 家庭 57.6 71.2 31.7 30.4

説明が矛盾 17.6 8.8 22.3 16.7 親類 8.0 5.8 8.3 26.1

説明が曖昧 25.5 22.1 18.9 30.0 退院後

責任転嫁 8.1 10.3 8.8 16.7 死亡 3.3 4.4 3.4 0.0

冷淡 18.2 22.1 16.9 10.0 不明 7.9 4.4 3.4 0.0


